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保
健
・
福
祉

大
切
�
�
！ 

吸
�
�
�
人
�
�

思
�
�
�

受
動
喫
煙
に
つ
い
て

●
副
流
煙
の
害
に
つ
い
て

　

た
ば
こ
を
す
わ
な
い
人
が
、
他
人

の
吸
う
た
ば
こ
の
煙
（
副
流
煙
）
を

吸
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
受
動
喫
煙
と

い
い
ま
す
。
た
ば
こ
を
吸
う
人
が
直

接
吸
い
込
む
煙
（
主
流
煙
）
よ
り
発

が
ん
物
質
な
ど
の
有
害
物
質
が
よ
り

多
く
含
ま
れ
る
の
で
、
吸
わ
な
い
人

へ
の
思
い
や
り
が
必
要
で
す
。

●
受
動
喫
煙
防
止
は
法
律
で
定

め
ら
れ
た
取
り
組
み
で
す

　

平
成
15
年
に
施
行
さ
れ
た
健
康
増

進
法
で
は
、
官
公
庁
や
教
育
機
関
、

病
院
な
ど
不
特
定
多
数
の
人
が
利
用

す
る
施
設
の
管
理
者
は
、
必
要
な
措

置
を
講
じ
る
こ
と
を
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

● 

受
動
喫
煙
の
な
い
環
境
づ
く
り

　

鳥
取
県
で
は
「
禁
煙
・
分
煙
施
設

認
定
制
度
」を
平
成
16
年
に
制
定
し
、

受
動
喫
煙
に
よ
る
健
康
被
害
か
ら
県

民
を
守
る
環
境
づ
く
り
を
進
め
て
い

ま
す
。
具
体
的
に
は
、
禁
煙
ま
た
は

分
煙
に
取
り
組
ん
で
い
る
施
設
が
認

定
要
件
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
ら

れ
る
と
、
県
か
ら
「
禁
煙
・
分
煙
施

設
認
定
ス
テ
ッ
カ
ー
」
が
交
付
さ
れ

る
と
い
う
も
の
で
す
。

※
分
煙
と
は
、
た
ば
こ
を
吸
う
場
所

と
そ
う
で
な
い
場
所
を
き
ち
っ
と
仕

切
ろ
う
、
と
い
う
考
え
方
で
す
。

◎
禁
煙
・
分
煙
施
設
に
認
定
さ
れ
た

大
山
町
内
の
施
設
は
次
の
と
こ
ろ
で
す
。

● 

私
た
ち
に
で
き
る

　
　

身
近
な
取
り
組
み

☆
受
動
喫
煙
の
重
大
さ
を

　

理
解
し
ま
し
ょ
う

　

・
吸
う
人
よ
り
吸
わ
な
い
人
の

　
　

方
が
有
害
な
煙
に
さ
ら
さ
れ

　
　

て
い
ま
す
。

　

・
副
流
煙
の
影
響
は
７
メ
ー
ト

　
　

ル
先
ま
で
あ
る
、
と
い
わ
れ

　
　

て
い
ま
す
。

　
　☆

地
域
で

　

分
煙
を
進
め
ま
し
ょ
う

　
　

た
と
え
ば
、
公
道
で
の
歩
き

　

た
ば
こ
は
し
な
い
、
地
域
の
集

　

会
所
等
で
の
会
合
時
は
禁
煙
を

　

申
し
合
わ
せ
る
な
ど
で
す
。

◎禁煙・分煙施設に認定された町内の施設

施設名 禁煙 / 分煙

保健福祉センターなわ 禁煙
中山小学校 禁煙
小山歯科クリニック 禁煙
明石歯科診療所 禁煙
いな薬局 禁煙
有限会社野の花薬局 禁煙
鳥取県立大山自然歴史館 禁煙
名和農業者トレーニングセンター 禁煙
鳥取県立大山青年の家 分煙
鳥取県食肉衛生検査所 分煙

国
民
年
金
の
保
険
料
は

忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
！

●
保
険
料
は
便
利
な
口
座
振

替
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

●
口
座
振
替
に
よ
る
「
早
割

(

※)

」
に
す
る
と
保
険
料
が

50
円
割
引
さ
れ
お
得
で
す
。

●
申
込
手
続
き
は

　

口
座
振
替
の
申
込
み
は
、
米
子
社

会
保
険
事
務
所
、
口
座
を
お
持
ち
の

金
融
機
関
・
郵
便
局
の
窓
口
、
役
場

住
民
生
活
課
・
各
支
所
総
合
窓
口
課

の
い
ず
れ
か
で
手
続
き
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

●
平
成
21
年
度
年
金
保
険
料
の
口
座

振
替
に
よ
る
１
年
度
分
（
４
月
〜
３

月
分
）
お
よ
び
上
期
６
カ
月
（
４
月

分
〜
９
月
分
）
の
申
し
込
み
は
、
２

月
末
ま
で
で
す
。

●
年
金
コ
ー
ナ
ー

①
毎
月
、
金
融
機
関
な
ど
に
出
向

く
こ
と
が
無
く
な
り
便
利
で
す
。

夜
間
や
土
日
な
ど
の
時
間
し
か
と

れ
な
い
方
に
は
、
手
間
い
ら
ず
で
す
。

②
通
帳
が
家
計
簿
や
領
収
書
代
わ

り
に
な
っ
て
便
利
で
す
。
引
き
落

と
し
の
つ
ど
「
ネ
ン
キ
ン
」
な
ど

と
記
帳
さ
れ
ま
す
の
で
整
理
が
簡

単
で
す
。

　

保
険
料
の
一
部
免
除
の
承
認
を

受
け
て
い
る
方
は
、
早
割
り
の
対

象
と
な
り
ま
せ
ん
。

※
通
常
の
口
座
振
替
の
振
替
日
は

　

翌
月
末
で
す
が
、届
出
に
よ
り
、

　

当
月
末
日
振
替
に
す
る
と
毎
月

　

50
円
の
割
引
に
な
り
ま
す
。

＊平成 20年度の保険料額で比較すると

「１年度分現金で月々保険料払」から　

「１年度分口座振替前納」にすると

　14,410 円× 12 月＝ 172，920 円

　　　　　　　　→　169，300 円

　年間３，６２０円の割引になります。

◆
問
い
合
わ
せ
先　

米
子
社
会

保
険
事
務
所
（
☎
０
８
５
９
‐

34
‐
６
１
１
１
）
ま
た
は
役
場
本
庁
住
民
生
活
課
（
☎
０
８
５
９
‐
54
‐

５
２
１
０
）
お
よ
び
各
支
所
総
合
窓
口
課
へ


